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第 １０６ 号 議 案 説 明 資 料 

令和４年１２月６日 

件   名 足立区客引き行為等の防止に関する条例 

所管部課名 危機管理部 危機管理課 

内   容 

１ 目的 

足立区内における客引き行為等の防止に関して必要な事項を定めるこ

とにより、区民等の平穏な生活を確保し、体感治安の向上を図ることで

安全で安心な地域社会を実現することを目的に制定する。 

 

２ 条例で定める違反行為 

（１）公共の場所における客引き行為等 

（２）公共の場所におけるピンクちらしの配布行為等 

 

３ 条例で定める区の権限 

（１）指導 

公共の場所において客引き行為等を行っている人に対して当該行為

等を中止するように指導することができる。 

（２）警告 

重点地区内において、指導を受けた人が引き続き客引き行為等を行っ

ている場合に警告することができる。 

（３）過料 

警告を受けた者が引き続き客引き行為等を行っていた場合に、５万円

以下の過料を科すことができる。 

（４）公表 

警告を受けた者が引き続き客引き行為等を行っていた場合に、氏名や

住所等を公表することができる。 

（５）立入調査等 

指導や警告を行うにあたり、必要と認められるときは、法人の事務所

や営業所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。 

 

４ 新条例の特徴 

（１）違反行為や罰則については、他区と同水準に規定している。 

（２）違反行為が行われている現場を過料や公表の際の証拠資料として撮

影する。このことを条例で規定するのは都内初となる。条例として規

定することで、規則で規定するよりも強い根拠を持って現場で撮影が

できることに加え、客引き行為等を行う人に対する抑止力も期待でる

と専門家からご意見をいただいている。 

（３）違反行為を行った人物の公表について、場所や期間まで条例で規定

するのは全国初となる。 
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５ 条例内容 

別紙のとおり 

 

６ 施行年月日 

令和５年４月１日 

 

今後の方針 

条例の実効性を担保するため警察官ＯＢを会計年度任用職員として採用

するとともに、警備員等の配置を予定している。 

また、周辺店舗に客引き行為をしないよう啓発を行う。 
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足立区客引き行為等の防止に関する条例（案） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、足立区内における客引き行為等を防止することにより、区民等の平

穏な生活を確保し、体感治安の向上を図ることで安全で安心な地域社会を実現すること

を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１） 公共の場所 区内の道路、公園、広場、駅その他の不特定の者が通行し、又は利

用する場所で公共の用に供するものをいう。 

（２） 客引き行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して接近し、客と

なるように勧誘する行為をいう。 

（３） 客待ち行為 前号に掲げる行為の相手方となるべき者を待つ目的で、うろつき、

たたずみ、又はたむろする行為をいう。 

（４） 勧誘行為 通行人その他不特定の者の中から相手方を特定して次に掲げる役務

等に従事するように誘引する行為をいう。 

ア 人の性的好奇心に応じて人に接する役務 

イ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務 

ウ わいせつな映像の被写体となること。 

（５） 勧誘待ち行為 前号に掲げる行為の相手方となるべき者を待つ目的で、うろつ

き、たたずみ、又はたむろする行為をいう。 

（６） 客引き行為等 第２号から前号までの行為及び第７条第１項各号に掲げる行為

をいう。 

（７） ピンクちらし 次のいずれかのものを掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載

したちらし、ビラその他の物品をいう。 

ア 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵 

イ 性的好奇心をそそる、人の下着姿、水着姿等の写真又は絵であって、人の性的好奇

心に応じて人に接する役務の提供を表すもの 

ウ 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言 

（８） 区民等 区内に在住し、滞在し、又は区内を通過する個人をいう。 

（９） 事業者 区内において事業(その準備行為を含む。)を行う法人その他の団体又

は個人をいう。 

（１０） 飲食店等 事業者が行う事業のうち、次に掲げる営業をいう。 

ア 客に酒類を伴う飲食をさせる行為を提供する営業 

イ 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行

わせる施設を提供する営業 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業 

別 紙 
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エ 店舗を設けて当該店舗において専ら異性の客に接触する役務を提供する営業(ウ

に該当する営業を除く。) 

 

（運用上の留意点） 

第３条 この条例の適用に当たっては、区民等及び事業者の権利を不当に侵害しないよう

に留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあ

ってはならない。 

 

（区の責務） 

第４条 区は、この条例の目的を達成するため、警察その他の関係機関と連携し、公共の

場所における客引き行為等の防止に係る必要な施策を実施するものとする。 

 

（区民等及び事業者の責務） 

第５条 区民等及び事業者は、客引き行為等を防止するため、区が実施する前条の施策に

協力するよう努めるものとする。 

 

（客引き行為等の禁止） 

第６条 何人も、公共の場所において客引き行為等（次条第１項各号に掲げる行為を除く。

以下この条において同じ。）をしてはならない。 

２ 何人も、他人に公共の場所において客引き行為等をさせてはならない。 

 

（ピンクちらし配布行為等の禁止） 

第７条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 公共の場所においてピンクちらしを配布し、又は掲示する行為 

（２） みだりに住居等にピンクちらしを配り、又は差し入れる行為 

（３） 前２号のいずれかの行為を行う目的でピンクちらしを所持する行為 

２ 何人も、他人に前項各号に掲げる行為をさせてはならない。 

 

（重点地区の指定等） 

第８条 区長は、公共の場所における客引き行為等を防止するため特に必要があると認め

る区域を、客引き行為等防止重点地区（以下「重点地区」という。）として指定すること

ができる。 

２ 区長は、重点地区を指定したときは、当該重点地区の区域その他必要と認める事項を

告示するものとする。 

３ 区長は、必要と認めるときは、その指定した重点地区の区域を変更し、又はその指定

を解除することができる。 

４ 第２項の規定は、前項の規定による変更又は解除をした場合について準用する。 

 

（客引き行為等を用いた営業活動の禁止等） 

第９条 飲食店等を営む者は、第６条若しくは第７条の規定に違反する行為をした者又は
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その他の者から紹介を受けて、当該行為を受けた者を当該店舗又は施設内に立ち入らせ

てはならない。 

２ 飲食店等を営む者は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し、従業員への指

導、監督その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（客引き行為等をしない旨の申出） 

第１０条 飲食店等を営む者は、区長に対し、第６条及び第７条並びに前条第１項の規定

に違反する行為（第２０条を除き、以下「違反行為」という。）をしないことを約する旨

の申出を行うことができる。 

２ 区長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出をした飲食店等を営む者に

対し、必要な支援を行うことができる。 

 

（指導） 

第１１条 区長は、公共の場所において違反行為をしていると認められる者に対し、当該

行為を中止するよう指導することができる。 

２ 区長は、あらかじめ指定する者に前項の規定による指導を行わせることができる。 

 

（警告） 

第１２条 区長は、重点地区において違反行為をしていると認められる者に対し、前条の

規定による指導をした場合において、当該指導を受けた者が、当該指導に従わなかった

ときは、その者に対し、当該指導に係る違反行為を中止するよう警告することができる。 

２ 前項の規定による警告は、書面により行うものとする。 

 

（公表） 

第１３条 区長は、前条の規定による警告を行った場合において、当該警告を受けた者が

正当な理由がなく当該警告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

２ 前項の規定による公表は、次に掲げる事項について区役所の庁舎前掲示場への掲示及

び区のホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。 

（１） 公表の日及び公表の期間 

（２） 警告に従わなかった者の氏名及び勤務先（法人その他の団体にあっては、名称及

び代表者の氏名） 

（３） 警告に従わなかった者の住所（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所

在地） 

（４） 警告に係る違反行為の内容 

（５） 警告の内容及び正当な理由がなく当該警告に従わなかった旨 

（６） 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

３ 前項第１号の公表の期間は、区役所の庁舎前掲示場にあっては公表の日から起算して

１５日間、区のホームページにあっては公表の日から起算して９０日間とする。 

４ 区長は、第１項の規定による公表を行おうとするときは、当該警告を受けた者に対し、

あらかじめその旨を告知するとともに、意見を述べる機会を与えなければならない。 
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（店舗等場所提供者への通知） 

第１４条 区長は、前条第１項の規定により公表された者の営業その他の業務の用に供す

るための場所を提供している土地又は建物の所有者又は管理者に対し、当該公表に係る

事実を通知するものとする。 

 

（立入調査等） 

第１５条 区長は、第１１条から前条までの規定及び第１９条の規定による措置を行うに

当たって必要があると認めるときは、違反行為をしていると認められる者の事務所、営

業所その他の場所に立ち入らせ、必要な事項を調査させ、又は関係者に対し、当該違反

行為をした者の氏名、住所その他必要な事項について質問させ、若しくは文書の提示そ

の他の協力を求めさせることができる。 

２ 区長は、あらかじめ指定した職員に前項の規定による立入調査又は質問を行わせるこ

とができる。 

３ 第１項の規定による立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し

関係者に提示しなければならない。 

４ 第１項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

 

（撮影） 

第１６条 第１１条第２項により指定された者及び職員は、違反行為を現認したときは、

ビデオカメラその他の機器で撮影し、記録し、及び保存をすることができる。 

２ 前項の規定により撮影された違反行為の記録は、第１１条第１項の規定による指導を

するとき及び第１２条第１項の規定による警告をするときその他必要と認められるとき

に使用することができる。 

 

（店舗場所提供者の措置） 

第１７条 区内に所在する建物を他人に提供する者（転貸する者を含む。以下同じ。）は、

次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。 

（１） 当該提供に係る契約（その更新の契約を含む。以下同じ。）の締結に際し、その

相手方が当該契約に係る建物を飲食店等の用に供する場合は、違反行為をしない旨を

約させること。 

（２） 当該提供に係る契約において、当該契約に係る建物が飲食店等の用に供され、違

反行為が行われた場合に当該契約を解除することができる旨を定めること。 

 

（契約の解除等） 

第１８条 重点地区に所在する建物を他人に提供する者は、前条第２号に掲げる措置を講

じている場合において、第１４条の規定による通知を受けたときは、当該提供に係る契

約を解除し、当該建物の明渡しの申入れをするよう努めるものとする。 
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（過料） 

第１９条 区長は、第１２条第１項の規定により警告を行った場合において、当該警告を

受けた者が正当な理由がなく当該警告に従わなかったときは、５万円以下の過料を科す

ることができる。 

２ 区長は、前項の規定による過料の処分をしようとするときは、過料の処分を受ける者

に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 

 

（両罰規定） 

第２０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し前条第１項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その

法人又は人に対しても同項の過料を科することができる。 

 

（警察署の長等への協力要請） 

第２１条 区長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、区の区

域を管轄する警察署の長その他関係機関の長に対し、情報提供その他必要な協力を求め

ることができる。 

 

（警察その他関係機関への情報提供） 

第２２条 区長は、区民等から提供された情報その他区が保有する情報のうち、この条例

の目的を達成するために必要があると認めるものを、警察その他関係機関に提供するこ

とができる。 

 

（委任） 

第２３条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第８条の規定による重点地区の指定に係る必要な手続その他の準備行為は、この条例

の施行の日前においても行うことができる。 
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